
第４章
第１節 第２節 第１節 第２節 第１節 第２節 第３節 第５項

Ａ 1 1 0 2 4
Ｂ 6 18 6 7 12 7 38 5 99
Ｃ 4 1 1 7 13
Ｄ 0
Ｅ 1 1

評価なし 1 1
合計 11 21 6 7 15 7 46 5 118

【凡例】この進捗状況調査における「担当課評価」欄は、以下の基準で評価しております。
評価記号

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

担当課評価

全く進んでいない

― 平成30年度進ちょく状況報告書 ―

各「章」、「節」の事業名に対応する評価結果は、以下の通りとなりました。

評　価　基　準

評価

事業終了

取組を行い、大きな成果を上げた
取組を行い、一定の成果を上げた
取組を行ったが、成果が上がらなかった
取組を行わなかった

あまり進んでいない

順調である
おおむね順調である

第１章 第２章 第３章
合計

第７期青梅市高齢者保健福祉計画
・青梅市介護保険事業計画
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第７期 青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画 進ちょく状況調査票

第１章 高齢者がはつらつと暮らせるまち

第１節 健康保持と健康寿命の延伸

基本施策 第１項 健康管理の継続支援と生活習慣病の予防

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　正しい知識の普及を図り、適切な指導や
支援を行うことで、生活習慣病の予防を図
ります。

●健康課
青梅市医師会の医師による講演、管
理栄養士および保健師による集団教
育を行った。
実施回数22回／延べ人数1,057人

Ｂ 拡充 ●健康課
例年通りに生活習慣病予防に関する
普及に努め、今年度は薬剤師による
講演を実施予定。

健康課
高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　健康センター、保健福祉センター等で、
健康に関する相談・指導を行います。
　本人および家族への相談や必要な助言を
行い、適切な健康管理の普及を図ります。

●健康課
健康センター、保健福祉センター等
で、健康に関する相談・指導を行い
ます。
実施回数39回　　延べ人数719人

Ｂ 拡充 ●健康課
健康センター、保健福祉センター等
および市内の施設で、健康に関する
相談・指導を実施していく。

健康課
高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　特定健康診査の結果やレセプトデータの
分析にもとづき、生活習慣病の重症化の予
防や、異常値を放置している者への受診勧
奨などを行います。

●保険年金課
青梅市医師会と連携し、糖尿病性腎
症重症化要望事業については、対象
の基準の構築と対象者の抽出を行っ
た。
18人の申し込みがあり、中途辞退者
を除き、13人に対して保健指導を実
施した。
保健事業を進めるとともに西多摩医
師会等との協力体制を強めた。

Ａ 継続 ●保険年金課
データヘルス計画をもとに健康増進
につながる保健事業（治療中断者受
診勧奨事業・糖尿病性腎症の重症化
予防事業）を実施していく。
目標数値…糖尿病性腎症の重症化予
防事業における保健指導実施者25人

保険年金課
健康課

4 　「高齢者の医療の確保に関する法律」に
もとづき、40 歳から74 歳までの市国保加
入者を対象にメタボリックシンドロームに
着目した特定健康診査を行います。

Ｃ 拡充 集団健康診査の継続と、健康年齢を
活用した受診勧奨通知を送ること
で、不定期受診者の掘り起しを行
い、受診率の向上を目指す。

健康課

5 　特定健康診査の分析結果により、メタボ
リックシンドローム等の該当者や予備群を
対象に、特定保健指導を行い、対象者が健
診結果を理解し、生活習慣の改善および健
康の自己管理ができるよう支援します。

実施期間：平成30年10月～平成31年3
月
対象者数：1,495名
利用者数：　268名
利 用 率： 17.9％

Ｃ 継続 勧奨パンフレットの改善と案内通知
の発送後になるべく時間を空けずに
電話勧奨を行い、効果的に利用者数
を増やすことで、利用率向上を目指
す。

健康課

6 　「高齢者の医療の確保に関する法律」に
もとづき、後期高齢者医療制度の加入者を
対象に後期高齢者の健康診査を行い、高齢
者の生活習慣病の早期発見および健康の維
持と増進を図ります。

実施期間：平成30年6月～11月
対象者数：16,088名
受診者数： 9,446名
受 診 率：　58.7％

Ｃ 継続 引き続き、広報やパネル展示、自治
会回覧などで周知し受診勧奨を行
う。
広報掲載においては、分かりやすく
インパクトのある記事やＴＣＮでは
時期に合わせた放映内容を収録し、
受診率向上を目指す。

健康課

特定健康診査

特定保健指導

後期高齢者医療
健康診査

 基本目標

 　施策方針

事業名

健康教育

健康相談

データヘルス計
画にもとづいた
保健事業
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

7 　がん等の早期発見を目的に、各種検診を
行います。

各種がん検診を実施した。
胃がん検診(35歳以上)：1,202人
肺がん検診(40歳以上)：1,505人
大腸がん検診(40歳以上)：16,484人
乳がん検診(40歳以上)：2,188人
子宮頸がん検診(20歳以上)：1,915人
骨密度検診(18歳以上)：938人

Ｃ 継続 継続実施 健康課

基本施策 第２項 介護予防の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　青梅市介護予防オリジナル体操「梅っこ
体操」等の介護予防の運動や知識の普及を
図り、地域住民（市民）を主体とした介護
予防、健康づくりを支援します。

「おうめ健康まつり」や「お～ちゃ
んフェスタ」などのイベントで梅っ
こ体操の普及啓発を図った。
イベント：５回
出前講座：12回

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　65歳以上の方を対象に軽度なリズム体
操、筋力トレーニングを行います。

指定管理者にて継続実施
延べ回数：50回
延べ参加人数：3066人

Ｂ 継続 継続実施 スポーツ推
進課

3 　東洋的な健康の考え方を学ぶ機会および
広く健康について考え実践する機会を創出
し、日常生活への取組に繋げることを目指
した教室を実施します。

経絡ヨガ教室に代わり、指定管理者
にて複数の健康ヨガ教室を実施し
た。
・パワーヨガ
　延べ回数：49回
　延べ参加人数：708人
・骨盤調整ヨガ
　延べ回数：49回
　延べ参加人数：930人
・リラックスヨガ
　延べ回数：42回
　延べ参加人数：907人
・アクティブヨガ
　延べ回数：42回
　延べ参加人数：653人

Ｂ 継続 継続実施 スポーツ推
進課

4 　青梅市オリジナルの介護予防体操である
梅っこ体操を軽体操として捉え、全世代へ
の普及に向け、取組を行います。

●スポーツ推進課
梅っこ体操に代わりラジオ体操講習
会および夏期巡回ラジオ体操・みん
なの体操会を実施した。
ラジオ体操講習会
開催日：7月14日、26日
参加者数：134人
夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操
会
開催日：8月12日
参加者数：1,100人

Ｂ 継続 ●スポーツ推進課
継続実施

●高齢者支援課
スポーツ推進課と連携し、取り組み
を行っていく。

スポーツ推
進課
高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

検診事業

事業名

介護予防運動等
の普及・啓発

事業名

のびのび体操

健康！経絡ヨガ
教室

元気に♪楽しく
♪梅っこ体操
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第２節 はつらつと暮らすための総合的支援

基本施策 第１項 地域で活動する団体への支援

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　高齢者の仲間づくり、生きがいづくりの
ために、継続して高齢者クラブへの支援を
行います。

健康増進、ボランティア活動、クラ
ブ活動への支援を実施した。
・単位クラブ
　クラブ数：　54クラブ
　会 員 数：　 5,978人
　補助金額：18,690千円
・連合会
　補助金額： 　876千円

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　自主グループをホームページに掲載する
など、情報提供を行います。

生涯学習サークルとして登録してい
る自主グループをホームページに掲
載し周知した。
文化系：104団体
体育系： 31団体
合　計：135団体

Ｂ 継続 登録制度を周知し、ホームページを
活用して情報提供を行う。

社会教育課

3 　地域における住民意識や連帯感の高揚、
世代間の交流、高齢社会への対応を目的
に、スポーツクラブを活用します。

民間スポーツクラブ（セントラル
フィットネスクラブ西東京）と連携
し、民間温水プール施設開放事業を
継続実施した。
開放回数：47回
利用者数：1,823人

Ｂ 継続 引き続き、民間スポーツクラブとの
連携を継続し、地域スポーツクラブ
についても、教室実施に向けて検討
する。

スポーツ推
進課

基本施策 第２項 生きがいづくりと交流機会の促進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　市が指定した温泉保養施設を利用する高
齢者に利用料の一部を助成し、健康な生活
を支援します。

高齢者の健やかな生活を図るため高
齢者温泉保養施設の利用助成を実施
した。
宿泊助成(１泊3,000円・年度内４泊)
　発行人数： 　1,233人
　延利用者数： 1,297泊
日帰り(１日300円・年度内６泊)
　発行人数： 　3,596人
　延利用者数：10,489日

Ｂ 拡充 高齢者センターおよび沢井・小曾木
保健福祉センターの入浴施設廃止の
代替措置として、温泉保養施設利用
助成事業の対象施設を拡大する。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

自主グループ活
動への支援

スポーツクラブ
の活用

事業名

温泉保養施設利
用助成事業

 　施策方針

事業名

高齢者クラブへ
の支援
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

2 　高齢者が参加しやすい学習環境を整備し
ます。
　高齢者が学習の機会を自由に選択し、
様々な知識や技術を習得することができる
よう生涯学習の充実を図ります。

高齢者が参加しやすい講座を実施し
た。
・初心者の菊作り講習会(全３回)
　延べ受講者数：26人
・「作業療法学生によるいきいき
　健康講座」(全５回)
　延べ受講者数：86人
・秋の芸術講座～陶芸をはじめよ
　う！～(全４回)
　延べ受講者数36人
・ピラティス～呼吸法と共に体幹を
　鍛える～
　受講者数：88人
・初めてのヨガ
　受講者数：21人

Ａ 継続 高齢者が参加しやすい講座を企画し
ていく。

社会教育課

3 　いつでも、どこでも、手軽にできる
ウォーキングの普及に努めます。
　正しい理解のもと、高齢者の体力増進、
健康維持を図ります。

ウォーキングフェスタに代わり、多
摩・島しょ広域連携活動助成金事業
を活用し、多摩川沿いにて謎解き
ウォークラリーを実施した
開催日：　　　11月24日
延べ参加人数：　 210人

Ｂ 継続 謎解きウォークラリーを実施 スポーツ推
進課

4 　自分の持ち味を出発点に、仲間、まち、
他地域へとかかわりの輪を広げ、多くの交
流の中から、地縁活動と地域交流について
学ぶ講座を開催します。

『青梅まちづくり工房～ひとそだち
コース～』の卒業生有志で、青梅塾
アートフェスに参加した。

Ｂ 継続 同様の講座を企画していく。 社会教育課

5 　市民の健康づくりを推進するため、健康
診査、健康相談、予防接種等の保健サービ
スを総合的に行っていきます。

・30歳以上の方を対象とした総合健
　康診査(人間ドック)を実施した。
　受診者数　1,519人
  健康相談　相談者数　延べ841人
・65歳以上の方を対象とした予防接
　種を医療機関において実施した。
　高齢者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ　接種者14,991人
　高齢者肺炎球菌　接種者 3,071人

Ｂ ・健康センターでの人間ドックの廃
止に伴う代替措置として、指定医療
機関での人間ドック受診費用の助成
制度を開始する。
・その他事業は、継続実施

健康課

6 　高齢者センター（地域保健福祉セン
ター）は、施設の老朽化と利用状況から廃
止としますが、現在センターにおいて行わ
れている、健康増進、介護予防、交流活動
等については、市内の公共施設等を利用し
た環境づくりを進めます。

高齢者の健康増進および教養の向上
を図るため教養講座などを開催し
た。
また、平成30年度末をもって高齢者
センターを廃止するとともに、地域
保健福祉センターの入浴施設を廃止
した。

Ｅ 廃止 公共施設総合管理計画を踏まえ、地
域保健福祉センターを年度末で廃止

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

高齢者のいきが
いづくり

健康センター事
業

高齢者センター
事業（地域保健
福祉センター）

生涯学習の充実

ウォーキング
フェスタの開催

事業名
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

7 　地域の様々な情報が集約される拠点とし
て、市民センターの機能充実など、高齢者
の生涯学習活動の支援を図ります。

高齢者の活動支援として、老壮大学等
の事業を行った。
(青梅)青梅老壮大学　     9回   755人
(長淵)調布ことぶき大学　11回   547人
(大門)霞老壮大学        12回 1,078人
(梅郷)梅郷老壮学園       8回   543人
(小曾木)小曾木老壮大学  12回   403人
(東青梅)東青梅老壮大学  13回   705人
(河辺)河辺老壮大学      12回　 561人
上記の他、健康体操教室等を開催した。
高齢者クラブの活動の場を提供した。ま
た、市民センターで開催される文化祭等
への参加を得た。

Ｂ 継続 高齢者の活動支援として、老壮大学
等の事業を行っていく。
(青梅)青梅老壮大学
(長淵)調布ことぶき大学
(大門)霞老壮大学
(梅郷)梅郷老壮学園
(小曾木)小曾木老壮大学
(東青梅)東青梅老壮大学
(河辺)河辺老壮大学
上記の他、健康体操教室等の開催
高齢者クラブの活動の場の提供
市民センターで開催される文化祭等
への参加を呼びかけていく。

市民活動推
進課

8 　高齢者と様々な世代の市民が、共に利用
できるスポーツ施設、レクリエーション施
設の充実を図ります。

・青梅スタジアムの開放日拡大
・総合体育館の施設整備
　1.受付カウンターのリニューアル
　2.トレーニングルームのリニュー
　　アル
　3.冷水器の更新と増設
　4.製氷機の導入
　5.エントランス照明のＬＥＤ化
　6.一部トイレ照明のＬＥＤ化と人
　　感センサー導入
　7.第5会議室のリニューアル
・各施設への飲料用自動販売機設置

Ｂ 継続 ・住友金属鉱山アリーナ青梅
　1.空調化およびトイレ洋式化
・東原公園球技場ＬＥＤ化

スポーツ推
進課

9 　高齢者の体力増進、健康維持のため、健
康遊具の設置を図ります。
　また、高齢者と様々な世代の市民が、共
に利用できる公園施設の充実を図ります。

若者から子育て世代、高齢者までが
健康や体力の保持増進を図るうえで
必要となる、基本的な体全体の柔軟
性の維持・向上が見込まれる健康遊
具５基を設置した。
・わかぐさ公園　健康遊具５基

Ｂ 継続 開発許可を受け新設する公園整備が
生じた場合は、子どもから高齢者が
楽しめる公園施設となるよう健康遊
具を含めた整備を推進していく。
また、老朽化した公園施設の維持管
理に努め、快適な公園環境の提供を
図っていく。

公園緑地課

基本施策 第３項　高齢者の能力活用

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　高齢者の能力や経験を生かした就業の場
や活躍する機会の確保を図るため、シル
バー人材センターの運営を支援します。

シルバー人材センターに対し補助金
を交付し、高齢者福祉の増進に寄与
した。
運営費補助金　29,778千円
登録会員　　　　 1,181人
請負受託事業・派遣事業
　受注件数　     4,556件
　契約金額 　423,973千円
　就業延人数  　84,211人
　就業率　　　　 　70.5%

Ｂ 継続 ・運営費の補助を継続する。
・ふれあい収集事業および粗大ごみ
運び出しサービス業務の開始に当た
り、単年度限りの支援を行う。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

事業名

シルバー人材セ
ンターの運営支
援

市民センター

スポーツ施設・
レクリエーショ
ン施設

都市公園等にお
ける健康遊具整
備事業

事業名
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

2 　優れた技能・知識・経験を有する高齢者
をシルバーマイスターとして認定・登録
し、市民の学習活動等における講師や指導
者として推薦しています。
　活動を通じて、高齢者の積極的な社会参
加と能力活用の促進を図ります。

シルバーマイスターを公募した結
果、３名の新規認定者があった。
小・中学校長会での説明や、特別養
護老人ホーム等へチラシを配布する
ことにより、事業の周知に努めた。

Ｂ 継続 引き続き事業の周知に努め、利用促
進をしていく。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　優れた技能・知識・経験を有する高齢者
を中心とした市民活動団体との協働事業を
推進し、高齢者の積極的な社会参加との能
力活用の促進を図ります。

各課および、市民提案協働制度によ
り各種協働事業を実施した。また、
各市民センター等で開催された行事
等に、高齢者団体等の参加を得た。
・庁内各課に設置した協働推進員対
象研修「地域と人をつなぐ、クラウ
ドファンディング活用講座」を実施
した。
・市民活動団体の組織強化を目的に
した講座「災害時に私たちができる
こと～災害ボランティア活動～」を
実施した。

Ｂ 継続 各課および、市民提案協働制度によ
り各種協働事業を実施していく。
各課に設置した協働推進員を対象の
研修および市民活動団体の組織強化
を目的にした講座を開催し、協働事
業の推進を図ってく。また、高齢者
団体等に、各市民センターで実施す
る文化祭等の行事への参加を呼びか
ける。

市民活動推
進課

基本施策 第４項 情報提供の充実

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　高齢者が在宅で生活するための市の施策
を掲載した冊子「高齢者の暮らしの手引
き」を作成します。
　高齢者がいる世帯に配付し、青梅市の高
齢者施策の周知を図ります。

高齢者の暮らしに役立たせるため、
「高齢者の暮らしの手引き」を
10,000部作成し、民生児童委員の協
力を得て、市民等に配布した。

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　様々な生涯学習の機会を提供できるよ
う、「生涯学習だより」を発行するほか、
生涯学習情報をホームページに掲載し、自
主的な学習機会の拡充を図ります。

各種教室・講座・イベントなどを紹
介する情報紙「生涯学習だより」を
年４回、各1,500部発行するととも
に、ホームページに掲載した。

Ｂ 継続 「生涯学習だより」の内容の充実を
図るとともに、さまざまな媒体を利
用した生涯学習情報の発信に努め
る。

社会教育課

3 　健康づくり関連事業を始めとした、高齢
者に関する情報を市の広報紙やホームペー
ジ等を活用して紹介します。

●健康課
広報紙、市ＨＰ、保健事業の案内、
各種検診のお知らせ等で周知した。
保健事業の案内：　　25,914世帯
各種検診のお知らせ：　18,859部

●高齢者支援課
広報紙、市ホームページ等で周知し
た。

●社会教育課
高齢者対象の講座について、生涯学
習だより、広報、ホームページなど
を通じて紹介した。

Ｂ 継続 ●健康課
継続実施

●高齢者支援課
継続実施

●社会教育課
高齢者に関する講座情報など様々な
媒体を利用して発信する。

健康課
社会教育課
高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

高齢者の暮らし
の手引の作成・
配付

生涯学習情報の
提供

情報媒体の充実

シルバーマイス
ター事業

事業名

協働によるまち
づくり

事業名
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基本施策 第５項 高齢者を敬う機会の実施

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　敬老と長寿を祝うことを目的に、敬老金
条例にもとづき敬老金を贈呈します。

長寿をお祝いするため、平成30年中
に100歳を迎えた方を対象に、9月15
日の老人の日前後に敬老金を贈呈し
た。
贈呈金額　1人あたり30,000円
贈呈者数　　　　　　　 32人

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　開催方法等について検討しながら敬老会
を開催します。

75歳以上の方の長寿をお祝いして、
敬老会を開催し、演芸等を実施し
た。
開催日　9月29日（土）
会　場　総合体育館
参加者　2,026人

Ｂ 継続 9月28日（土）に住友金属鉱山ア
リーナ青梅（総合体育館）において
開催予定。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　市民が高齢者を敬うとともに、高齢者が
希望をもって安心して年齢を重ねていくこ
とができる長寿社会の実現を目指すため、
高齢者憲章を制定します。

策定に向けた調査・研究を実施 Ｃ 継続 令和２年度の制定に向け、草案の作
成および高齢者憲章策定委員会を設
置する。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

第２章 高齢者が安全・安心に暮らせるまち

第１節 福祉のまちづくりの推進

基本施策 第１項 公共建築物等のバリアフリー化の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　高齢者や障害者に配慮した施設づくりを
推進するとともに、民間施設に対する指
導・助言を行い、理解と協力を求めます。

東京都福祉のまちづくり条例の規定
にもとづく特定都市施設の新設、改
修に当たり、届出を受理し、施設の
バリアフリー化を推進した。
届出受理件数３件
内訳　物品販売業１件
　　　医療等施設２件

Ｂ 継続 東京都福祉のまちづくり条例の規定
にもとづき施設のバリアフリー化を
推進する。

福祉総務課

基本施策 第２項 歩行者空間の整備と交通安全対策

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　幅員の狭い歩道の拡幅や段差の解消など
の整備を行います。

・青梅市道幹29号線の改修工事に伴
　い、歩道を設置(延長80.0ｍ)
・市道幹27、幹32号線についても歩
　道の整備も含め工事を進めた。

Ｂ 継続 引き続き、青梅市道幹29号線の改修
工事に伴う歩道設置の実施および、
市道幹32号線の歩道を含めた整備を
実施する。

土木課

2 　市道の区画線や文字表示などの新設や、
薄くなった区画線等の再設置により歩行者
と車両の通行区分を明確にし、交通安全対
策を図ります。

地域、ＰＴＡ、警察署等の要望や道
路管理者のパトロールなどにより区
画線等の新設、補修を行った。
・区画線延長　15,549ｍ
・路面標示の設置

Ｂ 継続 引き続き、要望等について対応し、
区画線設置を実施していく。

土木課

 　施策方針

事業名

公共建築物等の
バリアフリー化
の促進

事業名

歩道の整備

市道区画線等の
整備

高齢者憲章の制
定

 基本目標

事業名

敬老金贈呈

敬老会開催
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

3 　高齢者交通事故防止のため、高齢者交通
安全教室などを行います。

高齢者交通安全教室の開催
内　容　歩行者シミュレータ
　　　　交通安全講話
・新町市民センター
　11月26日(月)10時から11時30分
　東部地区高齢者クラブ12名参加
・長淵市民センター
　11月27日(火)10時から11時30分
　調布地区高齢者クラブ36名参加

Ｂ 継続 ２地区で開催予定 市民安全課

基本施策 第３項　住宅の安全対策の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　家具転倒防止器具を給付し、高齢者の生
命・財産を地震災害から守ります。

支給要件に該当する高齢者世帯に家
具転倒防止器具等を支給し、取付け
を行い、市民の震災対策を促進し
た。
支給高齢者世帯数：41世帯
(総支給世帯数：103世帯)

Ｂ 継続 継続して取付を促進するとともに、
震災への備えについて理解、啓発を
図っていく。

高齢介護課
防災課

基本施策 第４項 高齢者虐待の防止等の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　「青梅市高齢者虐待防止ネットワーク連
絡会」をはじめ、関係機関との連携によ
り、虐待の予防と早期発見に取り組みま
す。また、認知症など判断能力が十分でな
い高齢者に対して、成年後見制度の利用支
援その他の高齢者に対する権利擁護に引き
続き取り組みます。
　関係機関へ虐待防止・早期発見に関する
啓発を行います。

●高齢者支援課
青梅市高齢者虐待防止ネットワーク
連絡会を１回開催し、委員に対して
件数や現状の報告、傾向について情
報共有を図った。
　事業所等に対して、虐待に関する
研修を行い(３か所)、虐待防止・早
期発見の啓発を行った。

●障がい者福祉課
障害者虐待防止対策支援事業を青梅
市障がい者サポートセンターで行っ
ている。
障害者虐待防止講演会を実施した。
参加者：68名
対象者：障害者施設で働く職員

Ｂ 継続 ●高齢者支援課
青梅市高齢者虐待防止ネットワーク
連絡会を年度内に２回開催し、虐待
に関する最新の状況について、情報
共有を図る。
　関係機関へ虐待防止・早期発見に
関する啓発を行う。

●障がい者福祉課
障害者虐待防止関連の講演会を１回
実施予定。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

障がい者福
祉課

権利擁護事業

交通安全教育の
実施

事業名

家具転倒防止器
具給付事業

事業名

事業名
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第２節 生活安全対策の強化

基本施策 第１項 緊急時の安全確保

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　ひとり暮らし高齢者等が家庭内で病気な
どの緊急事態に陥ったときに、無線発報器
等で東京消防庁または民間受信センターに
通報することにより、速やかな援助を行い
ます。

高齢者緊急通報システム事業を運営
することにより、高齢者の生活の安
全を確保し、高齢者福祉の増進を
図った。
・消防庁方式
　設置世帯数　10世帯
　利用人数　　11人
　協力員数　　19人
・民間方式
　設置世帯数　29世帯
　利用人数　　29人

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課

基本施策 第２項 防火対策の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　家庭内での火災による緊急事態に備え
て、防災機器を給付または貸与するととも
に、火災の発生時に火災警報器からの信号
を東京消防庁に自動通報することで迅速な
救助および消火活動を行います。

高齢者火災安全システム事業を運営
することにより、高齢者の家庭内に
おける火災等に迅速に対応できる体
制をつくり、高齢者の生活の安全を
図った。
設置世帯数　14世帯

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

基本施策 第３項 防災対策の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　災害などの危険から高齢者を守るため、
防災訓練などを行います。訓練を通じて、
危機管理体制の充実を図ります。

●防災課
８月26日、市立河辺小学校校庭にて
総合防災訓練を行い、訓練を通して
防災意識の向上、危機管理体制の充
実を図った。地域住民を含む823名の
参加があった。

Ｂ 継続 ●防災課
8月25日、市立今井小学校校庭に
て、総合防災訓練を実施予定。

防災課
高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　特別養護老人ホーム等との災害協定にも
とづき、大規模災害時の速やかな応急対策
活動に備えます。

特別養護老人ホーム等との協定によ
り、青梅市地域防災計画にもとづく
災害時要援護者の避難に備えた。

Ｂ 継続 継続実施 介護保険課
(旧：高齢介
護課)

3 　災害発生時等の避難の際に配慮が必要な
方（避難行動要支援者）の台帳を整備し、
自主防災組織などの避難支援等関係者によ
る平常時からの声かけ等、支援協力体制の
強化に努めます。

●防災課
避難行動要支援者名簿を整備し、避
難支援等関係者に対して、同意者の
名簿情報を提供した。

Ｂ 継続 ●防災課
引き続き、避難支援等関係者に更新
した同意者名簿情報を提供するとと
もに、避難支援等関係者による活動
を支援していく。

防災課
高齢者支援
課(旧：高齢
者支援課)

火災安全システ
ム事業

事業名

防災訓練の実施

市内特別養護老
人ホーム等との
災害協定

避難行動要支援
者の支援

 　施策方針

事業名

緊急通報システ
ム事業

事業名
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基本施策 第４項 防犯対策の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　悪質商法被害防止等について、高齢者に
対する出前講座や市広報等の活用、消費者
月間での街頭キャンペーン、イベント等に
おける啓発事業や消費生活相談を実施しま
す。

出前講座、講演会の他、街頭キャン
ペーンやイベントでの出張相談、パ
ネル展示などにより啓発を行った。

Ｂ 継続 継続実施 市民安全課

2 　特殊詐欺などの被害を未然に防ぐため、
チラシの配付、市広報への記事掲載、犯罪
発生情報の配信など、関係機関と連携し
て、啓発に努めます。

自動通話録音機の貸出
防犯メール、防災無線の活用
広報等での周知活動

Ｂ 継続 30年度の取組みに加え、青梅警察署
と連携し、「防犯かわら版」のよう
なものを作成し、周知、啓発を拡充
する。

市民安全課

第３章 高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち

第１節 総合的な生活・居住支援の充実

基本施策 第１項 生活支援サービスの充実

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　地域の要介護高齢者およびその家族の在
宅介護を支援するため、在宅介護に関する
総合的な相談に応ずるとともに、関係機関
との連絡調整の便宜を供与する在宅介護支
援センターの事業を継続します。
　なお、市民に、よりわかりやすい窓口と
するため、地域包括支援センターへ統合し
ます。

在宅介護支援センターが実施する見
守りや相談等の事業を、地域包括支
援センターで引き継ぐこととし、平
成30年３月31日をもって在宅介護支
援センターを廃止した。

Ａ 継続 包括支援センターに事業を引継ぎ、
継続実施

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　ひとり暮らし高齢者等に昼食を配送する
ことにより、高齢者の心身の健康保持と、
高齢者と地域との交流を図ります。
なお、民間事業者によるサービス状況を踏
まえながらあり方を検討します。

在宅の一人暮らし高齢者等に定期的
に食事を提供し、高齢者の心身の健
康保持と地域交流を深め、高齢者福
祉の向上に寄与した。
登録者数　　　　　 　　272人
延配食者数　　　　 　2,680人
ボランティア配食数 　3,460人
業者直送数　　　　　21,474人

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　ひとり暮し高齢者等に対し、市が保有す
る電話を高齢者宅に設置します。
　福祉電話の設置により、高齢者の安否確
認、関係機関の協力を得た各種相談を行
い、在宅生活を支援します。

ひとり暮らし高齢者等に福祉電話を
貸与し、高齢者の安否確認等を実施
し、高齢者の孤独感の解消等を実施
した。
保有台数　　　　 42台
利用者実数　　　 15人
年間延利用台数　159台
年間延利用者数　159人

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

配食サービス事
業

高齢者福祉電話
設置事業

消費生活に関す
る啓発相談事業

犯罪防止のため
の情報提供の促
進

 基本目標

 　施策方針

事業名

在宅介護支援セ
ンター事業

事業名
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

4 　環境上の理由および経済的理由により、
居宅で生活することが困難な高齢者の入所
措置を行います。

65歳以上の方で、入院加療を要する
病態でなく、環境および経済的な理
由により、居宅で生活することが困
難な方に対する措置を実施した。
・市内養護老人ホーム施設数
　2施設
・老人保護措置
　養護老人ホーム
　　措置施設数　6施設
　　実人数　　　 23人
　　延人数　　　255人

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

5 　寝具類の自然乾燥が困難な寝たきり高齢
者等の世帯に対し、月1回、寝具類の乾燥
を行います。
寝たきり高齢者等の衛生と健康を保持し、
自立生活を支援します。

寝具類の自然乾燥が困難な寝たきり
高齢者等の世帯に対し、寝具等の乾
燥を行い、寝たきり高齢者等の衛生
と健康の保持を図った。
対 象 者　 24人
実施回数　 12回
延 件 数　150件

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

6 　理・美容店での理・美容が困難な高齢者
に対し、自宅で理・美容を受ける際の出張
料を助成します。
　介護者の負担の軽減と高齢者の衛生的か
つ快適な生活を支援します。

要介護３以上の高齢者に対し、訪問
理美容サービス事業を実施し、社会
福祉の増進を図った。
登録者数　44人
利用枚数　90枚

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

7 　寝たきり等の状態にある高齢者に対し、
紙おむつ、尿とりパット、おむつカバー等
を給付します。
　介護者の負担軽減と高齢者の衛生的で快
適な在宅生活を支援します。

65歳以上の在宅の寝たきりまたは失
禁状態にある高齢者に対し、紙おむ
つ等を給付し、日常生活を容易なも
のとし福祉の増進を図った。
利用者数　510人

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

8 　65歳以上で、介護保険で非該当と認定さ
れた方で、日常生活用具の給付が必要な高
齢者に対し、入浴補助用具、歩行補助車等
の日常生活用具を給付します。

高齢者等に対し、日常生活用具等を
給付することにより福祉の増進を
図った。
・入浴補助用具　2件
・歩行補助車　　2件

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

9 　住宅改造が必要と認められる高齢者に対
し、住宅の浴室等の改造に要する費用を助
成します。

高齢者に対し、その方の居住する住
宅の浴室等の改造に要する費用を現
物給付により助成し、日常生活の利
便を図り福祉の増進に寄与した。
・浴室設備等　　　　 20件
・流し台等　　　　　　1件
・手すり・段差解消等　7件

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

日常生活用具給
付事業

住宅改造費助成
事業

養護老人ホーム

寝具乾燥サービ
ス事業

訪問理美容サー
ビス事業

紙おむつ等給付
事業

事業名
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基本施策 第２項 多様な住まいの確保

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　有料老人ホーム等の居住系サービスにつ
いては、「福祉施設等の配置のあり方に関
する基本方針」に沿って対応します。

有料老人ホーム等の居住系サービス
については、「福祉施設等の配置の
あり方に関する基本方針」に沿って
対応した。

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　入居者が安心して生活できるよう配慮し
た高齢者専用の住宅に生活協力員を配置
し、生活の安定を図ります。

青梅シルバーピア新町を民間所有者
から借り上げ、住宅に困窮した65歳
以上の高齢者の使用に供している。
入居者数　　 　15人
入居率　　　　100％
生活協力員　　 １名

Ｂ 縮小 令和５年度をもって廃止する方向で
あるが、現入居者に対しては、継続
して生活の安定を図っていく。

住宅課

3 　サービス付き高齢者向け住宅について
は、青梅市住宅マスタープランに沿って対
応します。

平成31年４月開設のサービス付き高
齢者向け住宅について、「青梅市に
おけるサービス付き高齢者向け住宅
整備事業に際し事業者に求める基
準」に則し対応した。

Ａ 継続 令和２年度以降のサービス付き高齢
者向け住宅の整備について、次期住
宅マスタープランに則した基準を作
成するとともに、事業者からの相談
に対応する。

住宅課

4 　東京都の制度である「高齢者であること
を理由に入居を拒まない物件情報」の閲
覧・紹介を行います。

高齢者からの賃貸住宅入居の相談が
あった場合、この物件情報について
紹介するとともに、貸主に対しても
本登録制度について周知した。

Ｂ 縮小 本制度は、令和元年度をもって終了
し、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅
の登録制度へ移行する。
元年度は移行期間につき、両制度を
有効活用していく。

住宅課

5 　住宅確保要配慮者（高齢者、障害者世帯
等住宅の確保に特に配慮を要する者）の民
間賃貸住宅への円滑な入居の支援を行うた
め、居住支援協議会の設立を検討します。

住宅確保要配慮者から相談があった
場合、各担当課にてケース毎に検
討・調整を行い、入居支援の対応を
行った。
また、居住支援協議会の設立に向け
研究を重ねた。

Ｃ 継続 住宅課では、居住支援協議会の設立
に関して、引続き研究を重ねる。

住宅課
高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)
障がい者福
祉課

6 　定期的に住宅相談会を開催し、市民の安
全で安心できる快適な住まいづくりのため
に、住宅の新築、増改築、リフォーム、売
買、賃貸等およびマンションの修繕、維持
管理等に関する相談について適切な助言を
行います。

安全で安心できる快適な住まいづく
りのため、各種団体との協働によ
り、住宅相談会等を毎月開催した。

Ｂ 継続 市民等の不安解消の一助として、引
続き、住宅相談会等を毎月実施す
る。

住宅課

東京シニア円滑
入居賃貸住宅情
報登録閲覧制度

住替え支援事業

住宅相談会

事業名

居住系サービス
の整備

高齢者住宅事業
（シルバーピ
ア）

サービス付き高
齢者向け住宅の

整備
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第２節 地域福祉活動の推進

基本施策 第１項 ボランティア活動等の支援

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　センターにおいて各種団体と市が連携・
協力して、保健福祉サービスを提供する体
制を強化します。
　市民のボランティア活動、ＮＰＯ活動を
支援する拠点機能の充実を図ります。

青梅ボランティア・市民活動セン
ターにおいて、ボランティア・市民
活動に関する各種相談受付や活動場
所の提供などを行い、市民活動団体
を支援した。また、出前講座に「だ
れでもできるボランティア活動」を
設定し、支援を行った。

Ｂ 継続 青梅ボランティア・市民活動セン
ターにおいて、ボランティア・市民
活動に関する各種相談受付や活動場
所の提供などを行い、市民活動団体
を支援する。また、出前講座に「あ
なたなりの「ボランティア」はじめ
ませんか」を設定し、支援を行う。

市民活動推
進課

基本施策 第２項 福祉コミュニティーづくりの推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に
対する声掛けや安否確認について、自治会
との連携を強化し、地域福祉の推進を図り
ます。

●市民活動推進課
高齢者世帯に関する事業の周知や高
齢者の消費者被害等の注意喚起情報
等のチラシ周知を行った。

●高齢者支援課
自治会と連携して高齢者世帯での不
安の解消や問題の解決を図った。

Ｂ 継続 ●市民活動推進課
引き続き、高齢者世帯に関する事業
や、高齢者消費者が被害に遭わない
ための注意喚起チラシ等を自治会を
通じて周知し推進していく。

●高齢者支援課
引き続き自治会と連携して高齢者世
帯での不安の解消や問題の解決を
図っていく。

市民活動推
進課
高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　支援を必要とする高齢者に対し、民生児
童委員と連携し、解決に向けた対応を行い
ます。また、定期的に民生児童委員と意見
交換等の場を設けます。

●福祉総務課
各地区担当の民生・児童委員におい
て、高齢者世帯への訪問を行い、支
援・相談を行った。

●高齢者支援課
民生・児童委員からの相談等に対し
て、各委員と連携して、問題を抱え
ている高齢者宅へ訪問・面会等を行
い早期解決を図った。

Ｂ 継続 ●福祉総務課
日々の民生委員活動の中で見守り・
声掛けを行う。

●高齢者支援課
民生・児童委員からの相談等に対し
て、各委員と連携して、問題を抱え
ている高齢者宅へ訪問・面会等を行
い早期解決を図っていく。

福祉総務課
高齢者支援
課(旧：高齢
者支援課)

3 　地域における民間福祉団体の中心的組織
である社会福祉協議会および関係団体と連
携し、地域活動とのネットワーク化を図り
ます。

●福祉総務課
各事業関係団体と密に連絡を取り合
い、密接したネットワーク化を図っ
た。

●高齢者支援課
社会福祉協議会と連携して、地域福
祉権利擁護事業による高齢者の援助
や成年後見制度等により、問題解決
を図った。

Ｂ 継続 ●福祉総務課
社会福祉協議会、包括支援センター
等職員と研修等を通じて密接した
ネットワーク化を図る。

●高齢者支援課
社会福祉協議会と連携して、地域福
祉権利擁護事業による高齢者の援助
や成年後見制度等により、問題解決
を図る。

福祉総務課
高齢者福祉
課(旧：高齢
介護課)

ボランティア・
市民活動セン
ターの運営

事業名

自治会との連携

民生児童委員合
同協議会との連
携

社会福祉協議会
等との連携

 　施策方針

事業名
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基本施策 第３項 見守りネットワークの充実

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　高齢者安心サポート事業を通じて、「燃
やすごみが排出されていない」「新聞受け
に新聞がたまっている」など、高齢者世帯
の生活状態に変化が見られる場合に、事業
者からの情報提供により安否の確認を行い
ます。

委託業者７社との契約の仕様に基づ
き、高齢者世帯などで情報提供をお
願いした。
実績なし。

Ｂ 廃止 令和元年度からは、ごみ収集業者と
の間で締結した「青梅市見守り支援
ネットワーク協定」(高齢者支援課
所管)とに基づき高齢者の安否確認
を実施する。これにより、ごみ収集
委託契約の中で実施してきた高齢者
安心サポート事業は、廃止とする。

清掃リサイ
クル課

2 　見守り支援ネットワーク事業協定にもと
づき、民間事業者と連携し、日常業務にお
ける緩やかな見守りを実施し、ネットワー
クを充実していきます。

民間事業者による見守り活動を行っ
た。年度末には連絡会を開催し情報
共有を図った。
新規協定締結事業者　2社
協定締結事業者　　 37社

Ｂ 継続 協定締結事業者を増やし、見守り体
制の強化を図る。また、協定締結事
業者に対し、見守り支援ネットワー
クに参加していることを示すステッ
カーを作成し配布する。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　認知症高齢者等の徘徊の早期発見に対応
するため、警察や民間事業者等関係団体、
市民の協力による見守りのためのネット
ワークの構築を図ります。

民間事業者や市民を対象に認知症サ
ポーター養成講座を実施し認知症へ
の理解、地域で見守る目を増やす取
り組みを行った。警察とは必要に応
じて連携して取り組んだ。

Ｂ 継続 徘徊高齢者の早期発見の仕組みづく
りについて警察等と協議を行う。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

第３節 地域支援事業による自立支援の充実

基本施策 第１項 介護予防・日常生活支援総合事業の推進

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　国の基準による訪問型サービスを実施し
ます。

要支援１・２、もしくは基本チェッ
クリストからの事業対象者に対し、
必要に応じてサービスを提供した。

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　家事援助を主とした訪問型サービスを実
施しま
す。

要支援１・２、もしくは基本チェッ
クリストからの事業対象者に対し、
必要に応じてサービスを提供した。

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　元気高齢者等による、家事等の生活支援
サービス（おうめ生活サポーターサービ
ス）を実施します。

要支援１・２、もしくは基本チェッ
クリストからの事業対象者に対し、
必要に応じてサービスを提供した。

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

4 　運動機能向上などの事業を、短期集中的
に実施します。

希望者がいなかった。 Ｃ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

① 訪問型サービス
訪問型サービス
事業

基準緩和型訪問
サービス事業
（訪問型サービ
スＡ）

おうめ生活サ
ポーターサービ
ス（訪問型サー
ビスＡ）

短期集中型予防
サービス事業
（訪問型サービ
スＣ）

高齢者安心サ
ポート事業

民間事業者との
協定による連携

見守り・ＳＯＳ
ネットワークの
構築

 　施策方針

事業名

事業名
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　国の基準による訪問型サービスを実施し
ます。

要支援１・２、もしくは基本チェッ
クリストからの事業対象者に対し、
必要に応じてサービスを提供した。

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　閉じこもり防止や自立支援の通所型サー
ビスを実施します。

要支援１・２、もしくは基本チェッ
クリストからの事業対象者に対し、
必要に応じてサービスを提供した。

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　運動機能向上などの事業を、短期集中的
に実施します。

・デイサービスセンターパーク
　7人（延べ66人）
・ﾄｰﾀﾙ・ﾗｲﾌ・ﾍｱ・ｻﾎﾟｰﾄ華暖
　3人（延べ22人）
・デイサービスセンターほたる
　1人（延べ11人）
・リハビリデイサービス足軽
　8人（延べ58人）
　計19人（延べ157人）

・新町接骨院　1人（延べ16人）
・福島接骨院　1人（延べ12人）
　計2人（延べ28人）

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

　生活支援サービス体制整備を進める中で
関係機関や地域の団体等との協議により、
必要なサービスについて検討を進めます。

― ― ― ― 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

1 　介護予防・生活支援サービス事業対象者
に対して適切な介護予防サービスが提供さ
れるよう、アセスメント、必要に応じたケ
アプランの作成、サービス提供後のモニタ
リングを行い、自立保持のための身体的・
精神的・社会昨日の維持、向上を図りま
す。

要支援１・２、もしくは基本チェッ
クリストからの事業対象者に対し、
利用者に適切な介護予防サービスが
提供されるようケアマネジメントを
実施した。

Ｂ 継続 利用者の自立支援という方針のも
と、適切なケアマネジメントを実施
していく。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

(2) 一般介護予防事業

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　要支援・要介護認定を受けていない65歳
以上の市民に対し、生活機能に関する状態
等、介護予防事業対象者の把握に努めま
す。また、地域包括支援センター職員が訪
問し、介護予防事業の説明・案内を行いま
す。

平成30年4月1日現在、75歳の市民を
対象に訪問を実施（要介護認定者、
病院・施設等入所者は除く）。
訪問対象人数　1,623人
把握人数　　  1,366人
訪問延べ人数　1,752人

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

介護予防ケアマ
ネジメント事業

事業名

介護予防事業対
象者把握事業
（介護予防把握
事業）

通所型サービス
事業

軽度者向けの通
所型サービス
（通所型サービ
スＡ）

短期集中型予防
サービス事業
（通所型サービ
スＣ）

③ その他の生活支援サービス

④ 介護予防ケアマネジメント

② 通所型サービス

事業名
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

2 　介護予防に関する講演会を開催します。
介護予防に関する基本的な知識の普及を図
ります。
★目標値：開催回数２回/年

２回実施
・「いつまでも元気はつらつ～みん
　なで！楽しく！元気に！～」
　実施日：８月２日
　講師：大渕修一氏(東京都健康長寿
　医療センター研究所東京都介護予
　防推進支援センター長)
　参加者数：52人
　会場：市役所会議室
・「健康寿命＆認知症＆終活～(生)
　老病死に備えた自己点検のすす
　め～」
　実施日：11月20日
　講師：石黒秀喜氏(元厚生労働省
　参事官)
　参加者数：81人
　会場：市役所会議室

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　介護予防の普及に資する運動教室等の介
護予防教室を開催します。
★目標値：受講人数述べ960人/年

・健康寿命のび～る教室
　全12回×年4回 55人(延べ556人)
　委託事業者：医療法人社団和風会
　会場：総合体育館、梅郷市民セン
　ター、今井市民センター、福祉セ
　ンター
・歩き方講座
　全6回×年2回：41人(延べ211人)
　講師：加藤直治氏(いきる姿勢イ
　　　　ンストラクター)
　会場：高齢者センター

Ｂ 継続 歩き方講座は、平成30年度で廃止。
新たに、脳イキイキ教室を全5回を
年2回実施予定。健康寿命のび～る
教室は、引き続き全12回を年4回実
施予定。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

4 　介護予防の重要性を理解し、地域で健康
づくりのための活動を担っていく介護予防
リーダーを養成します。

・介護予防リーダー養成講座
　全12回：14人(延べ157人)
・介護予防リーダー定例会
　全6回：46人(延べ201人)
　委託事業者：医療法人社団和風会

Ｂ 継続 介護予防リーダー養成講座全10回、
介護予防リーダー定例会全5回実施
予定。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

5 　青梅市介護予防オリジナル体操「梅っこ
体操」等の介護予防の運動や知識の普及を
図り、地域住民（市民）を主体とした介護
予防、健康づくりを支援します。
★目標値：教室開始回数６回/年

介護予防教室を年３回開催し、認知
症予防をテーマに講義や梅っこ体
操、レクリエーション等を実施。
参加者延べ67人。
・2/14
　会場：柚木2丁目自治会館　  38人
・2/28
　会場：木野下会館　　　　 　19人
・3/10
　会場：根ヶ布2丁目自治会館　10人

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

介護予防運動等
の普及・啓発
（関連事業：元
気に♪楽しく♪
梅っこ体操）

介護予防講演会
（介護予防普及
啓発事業）

介護予防教室
（介護予防普及
啓発事業）

介護予防リー
ダー養成事業
（地域介護予防
活動支援事業）

事業名
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

6 　介護予防リーダーなどのボランティアの
協力により、高齢者等が地域で行う自主的
な介護予防活動を支援していきます。
★目標値：自主グループ数36か所

新たに２か所の自主グループが立ち
上がり、自主グループ数が、合計22
か所となった。

Ｂ 継続 引き続き、介護予防リーダーの活動
を地域に周知し、高齢者の通いの場
の創出や社会参加、地域住民が主体
的に健康づくりに取り組めるように
活動の支援を行っていく。介護予防
リーダーに関するパネル展を年1回
開催予定。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

7 　ウォーキングを取り入れた健康づくりな
どのモデル事業を支援します。
　事業を通じて地域活動組織の育成を図り
ます。

実施期間　９月～11月
ウォーキング教室およびウォーキン
グ実施前後の体力測定を実施。
講師：鈴木　真理子氏
・三田連合(沢井清涼会・二俣尾清涼
　会・御岳清涼会)　31人(延べ53人)
・柚木梅寿会　　　 19人(延べ32人)
・梨の木むつみ会　 34人(延べ60人)
　　　　　　　　全84人(延べ145人)

Ｂ 継続 今年度も3つの高齢者クラブで
ウォーキング教室を実施予定。
・黒沢寿会
・裏宿梅園会
・今寺楽楽会

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

8 　市民への介護予防や、ケアマネジメント
支援へ、リハビリテーション専門職の専門
的知見の活用を図ります。

未実施 Ｂ 継続 令和２年度以降実施予定 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

基本施策 第２項 地域包括支援センターの機能強化

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　高齢者の実情把握に努め、高齢者本人・
家族・近隣住民からの相談に対応し、総合
的・専門的な援助（助言・指導）を行いま
す。
　地域の民生児童委員や公的機関、専門機
関等と連絡を密にし、総合的支援体制を整
備します。

平成30年度相談件数（直営分）
電話217件、訪問1,312件、来所281件
地域の民生委員や関係機関等、高齢
者本人や親族以外からも幅広く相談
を受け付け、支援に繋げることがで
きた。

Ｂ 継続 総合相談業務を通じて、引き続き高
齢者の実態把握に努める。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　ケアプラン作成技術の個別指導、支援困
難事例への指導助言、地域における社会資
源との連携・協力体制の整備等を行いま
す。

介護予防事業が効果的かつ効率的に
提供されるよう、適切なケアマネジ
メントを行った。
ケアプラン勉強会
・年97回実施
・延べ参加人数：1,235人

Ｂ 継続 引き続きケアマネジャーの資質向上
や連携に努めていく。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　全地域包括支援センターおよび職種ごと
のグループによる連絡会や勉強会を定期的
に開催し、職員の資質向上を図ります。
　地域包括支援センター事業の評価につい
て検討・実施します。
　市民に、よりわかりやすい窓口とするた
め、在宅介護支援センター機能を包含しま
す。

連絡会や所長会議、職種別勉強会を
毎月実施し、包括支援センター職員
の資質向上を図るとともに、困難事
例への支援を行った。
なお、在宅介護支援センターが地域
包括支援センターに統合したことで
相談窓口が市民にとってわかりやす
いものとなった。

Ｂ 継続 引き続き、地域包括支援センター間
の情報共有、職員の資質向上に向け
た連携に努めていく。事業評価指標
の検討を行う。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

包括的・継続的
ケアマネジメン
ト支援

地域包括支援セ
ンターの機能強
化

介護予防機能の
強化（地域介護
予防活動支援
事業）

高齢者クラブ健
康づくりモデル
事業（地域介護
予防活動支援事
業）

地域リハビリ
テーション活動
支援事業

事業名

総合相談支援事
業

事業名
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基本施策 第３項 認知症施策の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　社会福祉協議会と連携し、成年後見制度
の周知と活用の促進を図り、判断能力の不
十分な高齢者が、財産管理や身上監護につ
いての契約などの法律行為をする際に、保
護・支援を行います。

●福祉総務課
推進機関の運営等について、引続
き、社会福祉協議会に委託し、成年
後見制度の推進を図った。
また、市民講座を社会福祉協議会が
開催するにあたり、開催支援を行っ
た。

●高齢者支援課
認知症が進み、判断能力が低下した
高齢者の権利擁護のため、成年後見
制度の支援について社会福祉協議会
等と連携し支援を行っている。

Ｂ 継続 ●福祉総務課
成年後見制度に関する講演会を対象
別に２回実施予定。

●高齢者支援課
高齢者や認知症の増加から、成年後
見制度の利用について、今後も社会
福祉協議会等関係機関と連携してい
く。

福祉総務課
高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　認知症に関する正しい知識を持ち、地域
や職場において認知症の人や家族を支援す
る認知症サポーターを養成するための講師
を派遣します。
★目標値：述べ8,000人

市職員や地域住民のほか、店舗従業
員、また初めて市立小学校の児童向
けの養成講座を19回開催し、970人の
認知症サポーターを新たに養成し、
延5,144人となった。

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　介護サービス事業者を対象に、認知症へ
の理解をさらに深めるため、研修会を実施
します。

実施なし Ｃ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

4 　徘徊高齢者を探索するための位置探索Ｇ
ＰＳ機器を貸与し、現在位置の情報を介護
者等に提供します。

貸与件数：　　14件
利用延べ人数：123人

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

5 　認知症の人や介護する家族同士の集いの
場を提供するなどの支援を行います。
★目標地：認知症カフェ３か所
　　　　　認知症家族の会３か所

家族会の運営が円滑に行われるよ
う、家族会の作成する案内等作成へ
の支援等を行った。

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

6 　認知症支援コーディネーターを配置し、
個別ケース支援のバックアップを担い、認
知症の疑いのある高齢者の早期発見・診
断・対応を進めます。

個別ケースへの訪問等により認知症
の疑いがある人への相談や早期発
見・早期診断につなげる支援を行っ
た。
相談件数：延べ885件
訪問件数：延べ222件

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

7 　認知症地域支援推進員を配置し、認知症
の人やその家族からの相談を受けたり、医
療、介護の連携支援や研修会開催など、地
域における支援体制の構築を進めます。

認知症地域支援推進員の配置により
居宅介護支援事業所・サービス事業
所に対して、認知症の知識や啓発を
行い、連携を図っている。

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

徘徊高齢者家族
支援サービス事
業

認知症家族会等
への支援

認知症支援コー
ディネーター事
業

認知症地域支援
推進員の設置

事業名

成年後見制度の
活用支援（関連
事業：権利擁護
事業）

認知症サポー
ター養成講座

介護サービス事
業者認知症研修
会の実施
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

8 　受診困難等認知症の疑いのある高齢者を
訪問するなど、認知症の人とその家族を支
援するため、都が指定する認知症疾患医療
センター、民生児童委員、かかりつけ医等
との連携を深めます。

認知症の早期発見・早期診断に向
け、西多摩医療圏地域拠点型認知症
疾患医療センター(青梅成木台病院)
と連携して相談支援に取り組んだ。

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

9 　本人の拒否等から医療や介護のサービス
に結びついておらず認知症または認知症の
恐れのある高齢者を、適切なサービスの安
定的利用につなげる支援を行います。

認知症またはその疑いのある方、家
族を訪問し、早期に関わり診断・対
応できるよう専門職からなる認知症
初期集中支援チームを設置し支援を
行った。
支援件数：2件

Ｃ 拡充 認知症支援コーディネーター、認知
症地域支援推進員等と連携して支援
体制を確立していく。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

基本施策 第４項 在宅医療・介護連携の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　在宅医療、介護連携に関する会議を開催
し、課題の抽出と対応の検討を行います。

地域包括ケアシステムに向けた取り
組みの一環として青梅市多職種ネッ
トワーク連絡会を１回開催した。

Ｂ 拡充 引き続き開催し、医療・介護関係者
間の情報共有および現状の把握・共
有、課題の抽出等を行うことを目指
す。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

2 　医療と介護について、関係者が互いの業
務の現状を知り、意見交換のできる関係を
構築するなど、地域の医療・介護関係者の
連携促進を目的とした多職種での研修を近
隣自治体と連携して実施します。

西多摩広域行政圏協議会共同事業と
して医療・介護関係者向け研修会を
実施した。
内容「西多摩の地域特性と地域包括
　　ケアシステムの課題」
参加人数：92人

Ｂ 継続 引き続き西多摩広域行政圏協議会共
同事業として実施していく。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　地域住民が在宅医療や介護について理解
し、在宅での療養が必要になったときに必
要なサービスを適切に選択できるようにす
るとともに、地域住民の在宅医療や介護連
携の理解の促進を図ります。

西多摩広域行政圏協議会共同事業と
して地域住民向け研修会を１回実施
した。
内容「からだを整える呼吸(息・生
　　き)のはなし」
参加人数：116人

Ｂ 継続 引き続き西多摩広域行政圏協議会共
同事業として実施していく。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

4 地域の医療機関や介護事業所等の住所・連
絡先、機能等を把握し、必要に応じて連携
に有用な項目等の情報について地域の医
療・介護関係者と共有します。

西多摩広域行政圏協議会共同事業と
して「在宅医療・介護支援ガイド
ブック」を作成した。

Ｂ 継続 作成したガイドブックを相談支援、
関係機関との連携等に活用してい
く。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

5 　地域の医療・介護関係者の協力を得なが
ら、在宅医療・介護サービスの提供体制の
構築に取り組みます。

実施に向けての情報収集、研究を
行った。

Ｃ 継続 引き続き実施に向けての情報収集、
研究を行う。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

6 　地域の医療・介護関係者間での情報共有
ツールの導入や活用について支援します。

青梅市医師会がＩＣＴを導入し事務
局となっている。青梅市多職種ネッ
トワーク連絡会でＩＣＴ導入後の状
況について取組発表および事業の周
知を実施した。

Ｃ 継続 支援・取り組み方法について青梅市
多職種ネットワーク連絡会等で検討
を行う。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

事業名

在宅医療・介護
連携に関する会
議の実施

在宅医療・介護
連携に関する研
修の実施

在宅医療・介護
連携に関する地
域住民への普及
啓発

地域の医療・介
護サービス資源
の把握

切れ目のない在
宅医療と介護
サービスの提供
体制の構築の推
進

認知症疾患医療
センター等との
連携

認知症初期集中
支援推進事業

医療・介護関係
者の情報共有の
支援

事業名
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

7 　医療・介護関係者の連携を支援する相談
窓口の設置等により、連携の取組を支援し
ます。

直営包括支援センター内に医療介護
連携相談窓口設置に向けて準備を行
うことについて青梅市多職種ネット
ワーク連絡会で検討を行った。

Ｃ 拡充 直営包括支援センター内に医療介護
連携相談窓口を設置する。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

8 　同一の二次医療圏内にある市町村等で必
要な事項について連携します。

医療介護連携相談窓口設置に向け
て、他市町村の情報収集を行った。

Ｃ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

基本施策 第５項 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　ボランティアの養成や住民主体の通いの
場の設置等生活支援の基盤整備のため、関
係機関と協議を進めるとともに、高齢者と
地域の様々なサービスや社会資源とをつな
ぐ生活支援コーディネーターについて協議
し、新たな社会資源の発見、サービスの創
出、ネットワーク構築を図ります。
★目標値：第２層協議体設置数３か所
　　　　　第２層生活支援コーディネー
　　　　　ター人数３人

第２層生活支援コーディネーターを
日常生活圏域(３圏域)に１名ずつ配
置(１名は第１層と兼務)。
生活支援の体制整備(支えあいの地域
づくり)を推進していくため、「おう
め地域支えあいフォーラム」を実
施。
その後、第２層協議体設置に向けた
地域での勉強会を重ね、第２層協議
体が２か所発足した。

Ｂ 継続 第２層協議体立ち上げの為、協議体
が発足していない地域では、勉強会
等を行い設置に向けた取り組みを行
う。
また、ネットワークの構築や社会資
源の把握等を行っていく。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

基本施策 第６項 地域ケア会議の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　地域ケア会議を開催し、個別事例の検討
を通じた多職種協働によるケアマネジメン
ト支援を行い、地域のネットワーク構築を
図ります。さらに、地域課題の把握へとつ
なげます。
★目標値：検討事例18件/年

開催回数：　 6回
検討事例：18事例

Ｂ 継続 引き続き事例の検討を行っていき、
地域課題の把握へとつなげることを
目指す。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

基本施策 第７項 任意事業の推進

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　市と介護サービス事業者の定期的な情報
交換と連絡協議の場として、介護サービス
事業者連絡会を行います。

認知症の周辺症状(ＢＰＳＤ)の改善
を目指すケアプログラムについて研
修会を１回実施した。
内容「日本版ＢＰＳＤケアプログラ
　　ムの紹介」
参加人数：71人

Ｂ 継続 今後も介護サービス事業者へ必要な
情報を提供し、また、意見を聴く機
会を設ける。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

事業名

在宅医療・介護
連携に関する相
談支援

在宅医療・介護
連携に関する関
係市町村の連携

事業名

生活支援サービ
スの体制整備

事業名

地域ケア会議の
推進

事業名

介護サービス事
業者連絡会
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

2 　ケアマネジャーの情報交換と連絡協議の
場として居宅介護支援事業者連絡会を行い
ます。

１階実施した。
内容：居宅介護支援事業所に対する
実地指導について説明等、質疑応
答、意見・要望等の聴取
参加人数：79人

Ｂ 継続 今後も居宅介護支援事業者へ必要な
情報を提供し、また、意見を聴く機
会を設ける。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

3 　介護サービス利用者に、実際に利用して
いるサービスの種類・費用を通知します。
　利用者の給付内容の把握と介護保険制度
の理解を図ります。

介護給付費通知を年間２回に分けて
発送し、給付内容を確認いただくこ
とにより、給付の適正化を図るとと
もに、制度理解を促進した。
・９月発送分(30年１月～６月分)
　送付件数：4,948通
・３月送付分(30年７月～12月分）
　送付件数：5,057通

Ｂ 継続 継続実施 介護保険課
(旧：高齢介
護課)

4 　高齢者を介護している家族等に対し、介
護方法や介護予防、健康づくりなどについ
ての知識・技術を習得する家族介護教室を
開催します。

市民センターや自治会館等で介護者
の健康づくり等に関する内容で教室
を実施し、介護者の身体的精神的負
担の軽減を図ることを目指した。
実施回数： 　6回
参加人数計：87人

Ｂ 拡充 各地域に出向く介護予防教室を開催
するため、家族介護教室は市主催で
１回実施するかたちで実施する。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

5 　重度の要介護者を在宅で介護している家
族等の慰労および経済的負担の軽減などを
図るため、一定の要件を満たす場合に家族
介護慰労金を支給します。

該当件数：　　1件
支給額：100,000円

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

6 　身寄りがない認知症高齢者等の保護を図
るため、市長が法定後見（後見・保佐・補
助）開始の審判申立てを行います。

申請件数：11件
申立件数： 8件

Ｂ 継続 継続実施 高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

7 　介護サービス相談員が介護施設を訪問
し、利用者の相談に対応します。

介護サービス相談員6人
64か所の施設、事業所および10居宅
にお訪問した。
訪問件数：延べ188回
相談人数：延べ677人

Ｂ 継続 引き続き、利用者の相談を受け、利
用者への助言や事業者、事務局側と
意見交換を重ね、問題提示、サービ
スの質改善の提案を行う。

高齢者支援
課(旧：高齢
介護課)

第４章 高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち

第１節 介護保険事業の健全な運営

基本施策 第５項 介護サービスの適正な給付

事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

1 　業務分析データや認定調査結果から、ば
らつきのある項目について分析を行い、全
国一律の基準にもとづく要介護認定が行え
るように改善を図ります。

審査会委員には合議体長会議で情報
提供を行い、意見交換の場を設け
た。また、調査員に対しては研修を
実施し、調査項目のばらつきの改善
を図った。

Ｂ 継続 継続実施 介護保険課
(旧：高齢介
護課)

事業名

要介護認定の適
正化

家族介護慰労金
支給事業

成年後見制度申
立事業

介護サービス相
談員派遣事業

 基本目標

 　施策方針

事業名

居宅介護支援事
業者連絡会

介護給付費通知
発送

家族介護教室
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事業の内容 平成３０年度取組状況 令和元年度取組状況
担当課
評価

今後の
方向性 令和元年度取組予定 担当課

2 　介護支援専門員が作成したケアプラン等
を保険者がともに確認することで、自立支
援に資するケアマネジメントを協力して達
成します。

１件実施した。
その他、居宅介護支援事業所の実地
指導等で、ケアプラン56件の点検を
実施した。

Ｂ 継続 継続実施 介護保険課
(旧：高齢介
護課)

3 　受給者の身体状況等を踏まえた適切な住
宅改修・福祉用具の給付がなされるよう点
検を行います。

申請書の内容や改修概要が不明確な
ものについて３件実施した。

Ｂ 継続 継続実施 介護保険課
(旧：高齢介
護課)

4 （縦覧点検）
　介護報酬の給付実績を確認し、提供され
たサービスの整合性、算定回数・算定日数
等の点検を行います。誤りがある場合は事
業者に正しい請求を行うよう促します。
（医療情報との突合）
　介護給付情報と医療給付情報を突合さ
せ、医療と介護の重複請求の排除等を図り
ます。

毎月、国民健康保険団体連合会から
の医療情報との突合について確認を
行い、請求誤りを是正した。

Ｂ 継続 継続実施 介護保険課
(旧：高齢介
護課)

5 　介護サービス利用者に、利用している
サービスの種類・費用・回数等を通知し、
利用者の給付内容の把握と介護保険制度の
理解を図ります。

介護給付費通知を年間２回に分けて
発送し、給付内容を確認いただくこ
とにより、給付の適正化を図るとと
もに、制度理解を促進した。
・９月発送分(30年１月～６月分)
　送付件数：4,948通
・３月送付分(30年７月～12月分）
　送付件数：5,057通

Ｂ 継続 継続実施 介護保険課
(旧：高齢介
護課)

6 　給付実績を活用して、不適切な給付や事
業者を発見し、適正なサービス提供と介護
費用の効率化、事業者の指導育成を図りま
す。

居宅介護支援事業所５か所および地
域密着型サービス事業所４か所の実
地指導において、適正なサービス提
供が行われているか確認を行った。

Ｂ 継続 継続実施 介護保険課
(旧：高齢介
護課)

ケアプランの点
検

住宅改修等の点
検

縦覧点検・医療
情報との突合

介護給付費通知
の発送

給付実績の活用

事業名
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